
第  号議案

平成３０年度蒲郡市下水道事業特別会計予算

平成３０年度蒲郡市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５４６，９００千円と定め

る。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用

平成３０年２月２６日提出

蒲郡市長  稲 葉 正 吉
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２４



単位：千円

歳　　入　　合　　計 ２，５４６，９００

1 市債 ５８６，３００

3 雑入 ４７６

7 市債 ５８６，３００

2 預金利子 １

1 延滞金 １

6 諸収入 ４７８

1 繰越金 １３３，５１４

1 繰入金 ７００，０００

5 繰越金 １３３，５１４

4 繰入金 ７００，０００

1 国庫補助金 ２３１，７５０

2 手数料 ２８

3 国庫支出金 ２３１，７５０

1 使用料 ８５０，０００

2 使用料及び手数料 ８５０，０２８

2 負担金 ４４，８２０

４４，８３０

1 分担金 １０

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 分担金及び負担金
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単位：千円

２，５４６，９００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ５，０００

1 公債費 ７３９，４５１

予備費 ５，０００3

公債費 ７３９，４５１2

2 下水道建設費 ９５８，３７８

1

1 総務管理費 ８４４，０７１

金　　　　　　額

歳　出

款 項

下水道事業費 １，８０２，４４９
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単位：千円 

 第３表　 地　方　債

単位：千円 

586,300

 第２表　 債 務 負 担 行 為

限　度　額

 平成３１年度下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業

事　　　　　　　項 期　　　　　間

下 水 道 事 業 証書借入 3.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。

18,280        

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法
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